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   甲府市都市公園条例等の一部を改正する条例制定について 

 甲府市都市公園条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   甲府市都市公園条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市都市公園条例の一部改正） 

第１条 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表第１の２都市公園を占用する場合の表中 

  

６１０円  ６６０円 

９３０円  １，０００円 

１，３００円  １，４００円 

５４０円  ５９０円 

８７０円  ９５０円 

１，２００円  １，３００円 

５円  ６円 

３円  ４円 

１，１００円  １，２００円 

４５０円  ５００円 

２３円  ２５円 

３２円  ３５円 

４９円  ５３円 

６５円  ７１円 

に改める。 

「 

を  

「 



９７円  １１０円 

１３０円  １４０円 

２３０円  ２５０円 

３２０円  ３５０円 

６５０円  ７１０円 

２２円  ３８円 

８７０円  ９５０円 

２５０円  ５００円 

２２０円  ３８０円 

   

 別表第１備考第４項を次のように改める。 

   ４ 占用面積若しくは占用物件の長さが０．０１平方メートル若しくは 

０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに 

０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数があるとき

は、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨て

て計算するものとする。 

別表第１備考に次の１項を加える。 

  ６ 前各項の規定に基づき計算して得た１件の占用料の額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（甲府市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第２条 甲府市道路占用料徴収条例（昭和４９年７月条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

        占用物件 単位 占用料 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ６６０円 

第２種電柱 １，０００円 

第３種電柱 １，４００円 

第１種電話柱 ５９０円 

第２種電話柱 ９５０円 

」  」  



第３種電話柱 １，３００円 

その他の柱類 ５９円 

共架電線その他上空に設ける

線類 

長さ１メートル

につき１年 

     ６円 

地下に設ける電線その他の線

類 

     ４円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５８０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

３５０円 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 

１個につき１年 １，２００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ５００円 

広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

３，８００円 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００円 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メートル

につき１年 

２５円 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

３５円 

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの 

５３円 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

７１円 

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

１１０円 



外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

１４０円 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

２５０円 

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの 

３５０円 

外径が１メートル以上のもの ７１０円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００円 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

階数が１のもの Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００８

を乗じて得た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 １，９００円 

地下に設ける通路 １，１００円 

その他のもの １，２００円 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

３８円 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

３８０円 

令第７条第

１号に掲げ

る物件 

看板（アー

チであ る 

ものを 除

く。） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

３８０円 

その他のもの 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

３，８００円 



標識 １本につき１年 ９５０円 

旗ざお 祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

１本につき１日 ３８円 

その他のもの １本につき１月 ３８０円 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

その面積１平方

メートルにつき

１日 

３８円 

その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

３８０円 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基につき１月 ３，８００円 

その他のもの １，９００円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００円 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同

条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

３８０円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同

条第７号に掲げる施設 

１２０円 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下（当該路面下の地下

を除く。）に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

地下（トンネ

ルの上の地下

を除く。）に

設けるもの 

階数が１のも

の 

Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２のも

の 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 



階数が３以上

のもの 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１を

乗じて得た額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１を

乗じて得た額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は自動車専用

道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

 Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

  別表備考第７号を次のように改める。 

   ⑺ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平



方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積

若しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端

数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長

さを切り捨てて計算するものとする。 

  別表備考第９号中「。ただし、祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設ける

占用物件に係る占用料の額については、この限りでない。」を削り、同表備考に

次の１号を加える。 

   ⑽ 前各号の規定に基づき計算して得た１件の占用料の額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 （甲府市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第３条 甲府市法定外公共物管理条例（平成１３年１２月条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

     

１１０円  １２０円 

８０円  ８０円 

６１０円  ６６０円 

９３０円  １，０００円 

１，３００円  １，４００円 

５４０円  ５９０円 

８７０円  ９５０円 

１，２００円  １，３００円 

５４円  ５９円 

５円  ６円 

３円  ４円 

２，２００円  ３，８００円 

２３円  ２５円 

３２円  ３５円 

４９円  ５３円 

６５円  ７１円 

９７円  １１０円 

に改め、同表備考第５項を次 を  

「 「 

別表中 



１３０円  １４０円 

２３０円  ２５０円 

３２０円  ３５０円 

６５０円  ７１０円 

 

のように改める。 

５ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平

方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積

若しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端

数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長

さを切り捨てて計算するものとする。 

別表備考に次の１項を加える。 

７ 前各項の規定に基づき計算して得た１件の占用料の額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（甲府市準用河川占用料徴収条例の一部改正） 

第４条 甲府市準用河川占用料徴収条例（平成２４年３月条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 

１１０円  １２０円 

８０円  ８０円 

６１０円  ６６０円 

９３０円  １，０００円 

１，３００円  １，４００円 

５４０円  ５９０円 

８７０円  ９５０円 

１，２００円  １，３００円 

５４円  ５９円 

５円  ６円 

３円  ４円 

２，２００円  ３，８００円 

」  」  

「 「 

を  

別表中 

に改め、同表備考第５項を次 を  別表中 



２３円  ２５円 

３２円  ３５円 

４９円  ５３円 

６５円  ７１円 

９７円  １１０円 

１３０円  １４０円 

２３０円  ２５０円 

３２０円  ３５０円 

６５０円  ７１０円 

 

 のように改める。 

   ５ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１平

方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積

若しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端

数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長

さを切り捨てて計算するものとする。 

別表備考第６項中「許可に係る」を「占用料の額が年額で定められている場合

には、許可に係る」に改め、同表備考に次の１項を加える。 

７ 前各項の規定に基づき計算して得た１件の占用料の額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間に係る占用料については、

なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

 都市公園等の占用料の額を改定するについては、この条例を制定する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 

」  」  


